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拝啓 晩秋の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたびは、公開質問状④（2025年 10月 31日付）にご回答いただき、誠にありがとう

ございました。ご多忙のところご対応いただきましたことに、心より御礼申し上げます。

さて、令和 7 年 10 月 10日回答頂いた公開質問状②につきまして、一部確認したい点が

ございましたので、下記のとおり質問申し上げます。

【確認事項】

1. 公開質問状②で頂いた回答

『指針Ｐ１１１の５－３－２「直接基礎の擁壁における擁壁自体の安全性の照査

（1）3）」を適用し、解表４－８（指針Ｐ６９）を用いる場合で照査している。』

とありました。

しかし、指針Ｐ１１１を含む『５－３－１』では、以下のように示されています。

（１）「コンクリート擁壁の安定性の照査は（２）及び（３）によるものとする」

（※１）とあります。

（２）擁壁自体の安定性について

（３）背面盛土及び基礎地盤を含む全体としての安定性

したがって、今回のご回答で『５－３－２』を適用してるとの事でしたが、同

章の内容では『５－３－２』および『５－３－４』双方の照査が必要であると考

えられます。



道路土工 擁壁工指針 P１１０

２．指針 P１１９解表４－８（指針 P６９）を用いる場合の条件

同指針 P１１９では、解表（指針Ｐ６９）を用いる場合、（解５－１４）（解

５－１５）（解５－１６）を満足することが条件となっています。

したがって、これらの算定根拠も明示して頂く必要があると考えます。

道路土工 擁壁工指針 P１１９

※2

※1



３．５－３－４ 背面盛土及び基礎地盤を含む全体としての安定性の検証

道路土工 擁壁工指針 P138 では、標準設計を用いる場合であっても、設置

場所に応じて全体の安定性を別途検討する必要があるとされています。

道路土工 擁壁工指針 P１３８



４．解表４－８（指針 P６９）の適用の妥当性について

先に質問させて頂いた「２．指針 P１１９解表４－８（指針 P６９）を用いる

場合の条件」が成立している場合、解表４－８（指針Ｐ６９）を使用できます。

擁壁工指針 P69

しかし、同表「砂質地盤―中位なもの」に示される N値の目安（２０～３０）

に対し、公開質問状③で示された第３回の技術検討委員会資料によれば、Nｄ値１

０の換算 N値は（６．６）とされています。

したがって、この値は解表 4-8 の「砂質地盤 ― 中位なもの」を大きく下回って

おり、同表を適用することの妥当性に疑問があると考えます。

第３回技術検証委員会資料 P3



記

以下の点につきまして明示いただきたく公開質問状として提出させて頂きます。

ご質問

５－１ 「５－３－４ 背面盛土及び基礎地盤を含む全体としての安定性の検証」に

示されている法面上部の安定性の検証結果をお示しください。

５－２ 指針 P１１９解表４－８（指針 P６９）を用いる場合の条件に示されている、

（解５－１４）、（解５－１５）、（解５－１６）の計算結果をお示しください。

５－３ 第３回の技術検討委員会資料換算 N 値は「６．６」である一方、解表４－８「砂

質地盤―中位なも」の N 値の目安は「２０～３０」とされています。

このように目安を大きく下回っている点を踏まえ、解表４－８「砂質地盤 ― 中

位なもの」を採用する妥当性についてお答えください。

公開の扱い

本質問状およびご回答内容につきましては、地域住民の安全・安心に資するため、

適切に公開させていただきます。

回答期限：誠に恐縮ではございますが、２０２５年１０月２１日までに

ご回答を賜りますようお願い申し上げます。

以上、ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、住民にとって重要な関心事でございま

すので、明確なご回答を賜りますようお願い申し上げます。

敬具


